
  

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

第
五
十
七
条 

使
用
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
遅
滞
な
く
、
第
一
号
に
つ
い
て
は
様
式
第
二
十
三
号
の
二
に
よ
り
、

第
二
号
に
つ
い
て
は
労
働
安
全
衛
生
規
則
様
式
第
二
十
二
号
に
よ
り
、
第
三

号
に
つ
い
て
は
同
令
第
九
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
事
実
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
十
七
条 

使
用
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
遅
滞
な
く
、
第
一
号
に
つ
い
て
は
様
式
第
二
十
三
号
の
二
に
よ
り
、

第
二
号
に
つ
い
て
は
労
働
安
全
衛
生
規
則
様
式
第
二
十
二
号
に
よ
り
、
第
三

号
に
つ
い
て
は
同
令
様
式
第
二
十
三
号
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
実
を
所
轄

労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

② 

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
休
業
の
日
数
が
四
日
に
満
た
な

い
と
き
は
、
使
用
者
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
安
全
衛
生
規

則
第
九
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
、
一
月
か
ら
三
月
ま
で
、

四
月
か
ら
六
月
ま
で
、
七
月
か
ら
九
月
ま
で
及
び
十
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の

期
間
に
お
け
る
当
該
事
実
を
毎
年
各
各
の
期
間
に
お
け
る
最
後
の
月
の
翌
月

末
日
ま
で
に
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

② 

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
休
業
の
日
数
が
四
日
に
満
た
な

い
と
き
は
、
使
用
者
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
安
全
衛
生
規

則
様
式
第
二
十
四
号
に
よ
り
、
一
月
か
ら
三
月
ま
で
、
四
月
か
ら
六
月
ま
で

、
七
月
か
ら
九
月
ま
で
及
び
十
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
当
該

事
実
を
毎
年
各
各
の
期
間
に
お
け
る
最
後
の
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
所
轄

労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

③ 

（
略
） 

③ 

（
略
） 

 
 

第
五
十
九
条
の
三 

届
出
等
に
つ
い
て
、
社
会
保
険
労
務
士
又
は
社
会
保
険
労

務
士
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
社
会
保
険
労
務
士
等
」
と
い
う
。
）

が
、
第
五
十
七
条
第
一
項
（
同
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
若

し
く
は
第
二
項
又
は
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

、
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
社
会
保
険
労
務
士
法

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
二
の
規
定

に
基
づ
き
当
該
届
出
等
を
使
用
者
に
代
わ
つ
て
行
う
場
合
に
は
、
当
該
社
会

保
険
労
務
士
等
が
当
該
使
用
者
の
職
務
を
代
行
す
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る

こ
と
に
つ
き
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
磁
的
記
録
を
当
該
届
出
等
と
併
せ

て
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
十
九
条
の
三 

届
出
等
に
つ
い
て
、
社
会
保
険
労
務
士
又
は
社
会
保
険
労

務
士
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
社
会
保
険
労
務
士
等
」
と
い
う
。
）

が
、
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
に
規
定

す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十
三

年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
当
該

届
出
等
を
使
用
者
に
代
わ
つ
て
行
う
場
合
に
は
、
当
該
社
会
保
険
労
務
士
等

が
当
該
使
用
者
の
職
務
を
代
行
す
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
証

明
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
磁
的
記
録
を
当
該
届
出
等
と
併
せ
て
送
信
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 


